
給 付 金をもらえる？もらえない？
まずは対象診断チャートで対象になるか
どうかチェックしてみましょう。

２６年度分の住民
税は課税されてい
ますか？

ス
タ
ー
ト

２６年度分の住民税が
課税されている方に生
活の面倒を見てもらっ
ていますか？※①

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります。

２６年１月分の児童手
当等を受給しています
か？（中学生までの児
童がいますか？）

２５年の所得は制限額
以上ですか？

臨 時 福 祉

子育て世帯臨時特
例給付金の支給対
象者となる可能性
があります。

子育て世帯対象ではありません

いいえ

はい

いいえ

はい いいえ

はい

はい

いいえ

※①　税の申告で扶養となっている方など

給付決定までの流れ

役場から６月中旬に申込書（課税状況等閲覧同意書）を送付します。①

②

役場から給付対象者へ【給付金申請書】が送付されます。③

【給付金申請書】に必要事項を記載のうえ、住民課住民環境グループ
または両出張所まで提出してください。④

２次判定の結果、給付金が支給されます。
※受領方法および給付日は、決定通知書で通知します。⑤

問い合わせ先：住民課住民環境グループ　電話５５－２３１１（内線265・266）

「臨時福祉給付⾦」（簡素な給付措置）や「子育て世帯臨時特例給付⾦」の
“振り込め詐欺”や“個⼈情報の詐取”にご注意ください。
給付の⼿続きが始まりますと、給付⾦の給付を装った「振り込め詐欺」「申請⼿続き代⾏詐欺」など
の犯罪が発⽣することが予想されます。町が申請⼿続きの代⾏を委託したり、⼿続きにあたって⼿数
料を振り込むよう依頼したりはしませんので⼗分にご注意ください。

【申込書】に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒で提出してください。
提出期限：平成２６年9月３０日（火）

※申込書を提出（同意）された方の課税状況等を調査し、給付の対象となるか
　1次判定します。
　注意　申込書を提出されない場合は給付の対象となりません。

申込書

届く

提出

申請書

届く

提出
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